
　令和６年４月１日から相続登記の申請が「義務化」されました。これに伴い、秋田地方法務局及び秋田県司法書士会では、各地で相続

セミナー及び相続登記相談会を開催します。

　日時　令和６年７月１日（月）

　　　　午後１時～午後４時

　日時　令和６年７月１１日（木）

　　　　午後１時３０分～午後５時

　　　　午後１時～午後３時

　　　　　４階研修室

【秋田県司法書士会主催】

〔相談会〕相続登記相談会：司法書士

　　　　午後３時３０分～午後５時

　　　　　（定員１０名）

【秋田県司法書士会主催】

〔相談会〕相続登記相談会：司法書士

　会場　【にぎわい交流館AU（あう）】

　　　　　秋田市中通一丁目４－３・エリアなかいち

　　　　　３階多目的ホール（定員１００名）

秋 田 市

能 代 市

に か ほ 市

　会場　【能代市文化会館】

　　　　　能代市追分町４番２６号

　　　　　中ホール（定員５０名）

〔説明会〕相続登記について：司法書士

　　　　　遺言書保管制度について：法務局職員

〔講演会〕遺言のすすめ　公正証書遺言について

：秋田公証人合同役場公証人

〔説明会〕相続登記義務化について：法務局職員

　　　　　遺言書保管制度について：法務局職員

　日時　令和６年７月３１日（水）

　　　　午後１時３０分～午後３時

　会場　【にかほ市象潟公民館】

　　　　　にかほ市象潟町字狐森３１－１（定員２０名）

〔説明会〕相続登記義務化について：法務局職員

　　　　　遺言書保管制度について：法務局職員

　　　　午後１時３０分～午後４時

　

【秋田県司法書士会主催】

〔相談会〕相続登記相談会：司法書士

　　　　午後３時１０分～午後５時

　　　　　（定員１２名）

【秋田県司法書士会主催】

〔相談会〕相続登記相談会：司法書士

大 館 市

　日時　令和６年６月２１日（金）

　　　　午後１時～午後５時

　会場　【秋田地方法務局大館支局】

　　　　　大館市柄沢字狐台７番地７３

　　　　　（定員２０名）

〔説明会〕相続登記義務化について：法務局職員

　　　　　遺言書保管制度について：法務局職員

　　　　　相続と税金について：税務署職員

こまちトウキツネ



１　予約受付期間　６月７日（金）から各会場の開催日の前日まで（土日祝日を除く。）
午前９時から午後５時まで ※定員に達し次第締め切ります。

２　申込事項 ※能代会場のみ、６月２５日（火）から受付を開始します。
①　参加する会場
②　説明会と相談会の別
③　氏名（３名以上で参加される場合は、代表者の氏名）
④　参加人数
⑤　お住まいの市町村

⑥　連絡先電話番号（２名以上で参加される場合は、代表者の連絡先）

３　お電話で申し込みます申込先
(1) 電話でのお申し込み

　 お電話の際に、上記２の「申込事項」をお知らせください。
　　お知らせいただいた後、予約番号をお伝えします。これで予約完了となります。
(2) メールでのお申し込み（４会場いずれも）
　 【メールアドレス】　
　

相続セミナー希望の方は、件名に「相続セミナー申込み」と、相談会希望の方は、件名に「相談会申込み」と、
それぞれ記載し、その上で、本文に上記２の「申込事項」を記載して送信してください。

　　返信メール又は電話による予約番号のご連絡をもって予約完了となります。

※先着順となりますので、定員に達していた場合にはその旨ご連絡いたします。

      秋田地方法務局総務課　０１８－８６２－１１２４

soumu01_akita_moj_bal@i.moj.go.jp

■お問合せ先

【秋田市】秋田地方法務局総務課　018-862-1124

【能代市】秋田地方法務局能代支局　0185-54-4111

【にかほ市】秋田地方法務局本荘支局　0184-22-1200

【大館市】秋田地方法務局大館支局　0186-42-6514

■予約（申込み）方法
開催時間など各会場の詳しい内容

については下のチラシを見てね！










